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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。

資料 

No. 
添付書類名称 補足説明資料（内容） 備考 

1 
クラス１機器及び炉心支持構造物の応

力腐食割れ対策に関する説明書 

2 

発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポン

プ等の損壊に伴う飛散物による損傷防

護に関する説明書 

3 

原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏

えいを監視する装置の構成に関する説

明書並びに計測範囲及び警報動作範囲

に関する説明書 

4 
流体振動又は温度変動による損傷の防

止に関する説明書 

1. 概要

今回

提出

範囲 

2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ

拡大範囲及びその他改造範囲の

構成 

3. まとめ

4. 添付資料

5 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水

設備のポンプの有効吸込水頭に関する

説明書 

6 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書 

2



資料 No.4 

流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書に 

係る補足説明資料 

3
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1. 概要 

本資料は，「Ⅵ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書」（以下

「説明書」という。）の「2.評価範囲」に示す評価範囲において，流力振動評価が必要な

配管内円柱状構造物及び配管の高サイクル熱疲労評価が必要な高低温水合流部及び閉塞分

岐管が含まれていないことを説明する。 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲及びその他改造範囲以外の既設設備につい

ては，経済産業省原子力安全・保安院による指示文書の別紙 1「新省令第 6 条及び第 8 条

の 2 第 2 項における流体振動による損傷の防止に関する当面の措置について」（平成 17・

12・22 原院第 6 号）に基づき保安院に提出した「島根原子力発電所１号機及び２号機 

流体振動による配管内円柱状構造物の損傷防止に関する評価結果と措置計画等の報告

について」（平成18年10月13日付電原運第８０号）及びＮＩＳＡ文書「発電用原子力設

備に関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事業法に基づく定期事業者検査の実

施について」（平成 17・12・22 原院第 6 号）に基づき提出した「島根原子力発電所第

２号機における高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価及び検査結果の提出に

ついて」（平成18年6月19日付電原運第２９号）（以下「報告書」という。）にて評価し

ている。 

また，技術基準規則第 19 条解釈に示された配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の

高サイクル熱疲労の評価が必要となる一次冷却材が循環する施設は参考資料に示すとおり，

省令 62 号から変更はない。よって改めて検討する範囲は今回拡大した原子炉冷却材圧力

バウンダリ範囲及びその他改造範囲で十分である。 

 

2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲及びその他改造範囲の構成 

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲及びその他改造範囲について図１～図１１に示す。 
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図１ 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲（残留熱除去系Ａ系） 

：報告書での評価範囲 

：原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲 

6



 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲（残留熱除去系Ｂ系） 

 

：報告書での評価範囲 

：原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲 
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図３ その他改造範囲（原子炉圧力容器から原子炉浄化補助ポンプ入口管までのうち電動弁（MV213-2）を設置しているライン（運用変更範囲）） 
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図４ その他改造範囲（原子炉隔離時冷却系ストレーナから原子炉隔離時冷却ポンプまでのうち高圧原子炉代替注水系への分岐部） 

 

：報告書での評価範囲 

：その他改造範囲 

 （合流部の追加） 
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図５ その他改造範囲（原子炉隔離時冷却ポンプから原子炉圧力容器までのうち高圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部） 

 

：報告書での評価範囲 

：その他改造範囲 

 （分岐部の追加） 

：報告書での評価範囲 

：その他改造範囲 

 （合流部の追加） 
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図６ 残留熱除去系ヘッドスプレイラインの系統概要図 

 

①配管

②弁

③配管溶接部

④支持構造物取付溶接部

⑤フランジ

：STS42

原子炉圧力容器へ

（第１隔離弁）

V222-7

⑤

①

④

②（第２隔離弁）

MV222-14

③

：SFVC2B
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図７ 残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン（Ａ／Ｂ系）の系統概要図 
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図８ 残留熱除去系停止時冷却モード抜き出しラインの系統概要図 

 

 

図９ その他改造範囲（原子炉圧力容器から原子炉浄化補助ポンプ入口管までのうち電動弁

（MV213-2）を設置しているライン（運用変更範囲））の系統概要図 
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図１０ その他改造範囲（原子炉隔離時冷却系ストレーナから原子炉隔離時冷却ポンプまでの

うち高圧原子炉代替注水系への分岐部）の系統概要図 
 

 

 
 

図１１ その他改造範囲（原子炉隔離時冷却ポンプから原子炉圧力容器までのうち高圧原子炉

代替注水ポンプ出口ライン合流部）の系統概要図 
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3. まとめ 

図１～図１１より，今回の原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲は全て報告書の評価範囲に含ま

れており，流体振動又は温度変動による損傷が懸念され新たに評価が必要となる部位は無い。そ

の他改造範囲については，流体振動による損傷の評価対象となる配管内円柱状構造物が設置さ

れていなく，温度変動による損傷の評価対象となる高低温水合流部及び閉塞分岐管がないため

評価が必要となる部位は無い。また，保安院に提出した報告書を添付 1，添付 2 に示す。これによ

り，技術基準第 19 条に示されたとおり，配管内円柱状構造物の流力振動については「配管内円柱

状構造物の流力振動評価指針」（JSME S012），高サイクル熱疲労については「配管の高サイクル熱疲

労に関する評価指針」（JSME S017）に規定された手法により評価しており，問題があると評価さ

れた部位については対策をとり，結果を定期事業者検査で確認している。 

 

4. 添付資料 

添付 1－流体振動による配管内円柱構造物の損傷防止に関する評価結果と措置計画等の報告

について（訂正版） 

添付 2－高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価および検査結果について 

 

【参考資料】 

参考資料１－技術基準規則の新旧比較について 

参考資料２－評価範囲の選定理由について 
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【参考資料１】 

 

技術基準規則の新旧比較について 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（平成25年6月28日）と実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準に関する規則（令和2年4月1日）との比較について以下の表に示

す。 

 

表 技術基準規則の新旧比較表 

発電用原子力設備に関する技術基準を

定める省令（平成25年6月28日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（令和2年4月1

日） 

備考 

（流体振動等による損傷の防止） （流体振動等による損傷の防止）  

第六条 第十九条  

燃料体及び反射材並びにこれらを支

持する構造物、熱遮へい材並びに一次

冷却系統に係る施設に属する容器、

管、ポンプ及び弁は、一次冷却材若し

くは二次冷却材の循環、沸騰等により

生ずる流体振動又は温度差のある流体

の混合等により生ずる温度変動により

損傷を受けないように施設しなければ

ならない。 

燃料体及び反射材並びに炉心支持構

造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に

係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次

冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰そ

の他一次冷却材又は二次冷却材の挙動

により生ずる流体振動又は温度差のあ

る流体の混合その他の一次冷却材又は

二次冷却材の挙動により生ずる温度変

動により損傷を受けないように施設し

なければならない。 

 

追加要求なし 

解釈 解釈  

１ 「流体振動により損傷を受けない

ように施設しなければならない」

とは流れの乱れ、渦、気ほう等に

起因する高サイクル疲労による損

傷の発生防止を規定するものであ

り、以下の措置を講じること。 

 

・蒸気発生器伝熱管郡の曲げ部に

ついては、日本機械学会「設計・

建設規格」（JSME S NC1-2005）

PVB-3600に規定する手法を適用す

ること。 

１ 「流体振動により損傷を受けない

ように施設しなければならない」

とは流れの乱れ、渦、気泡等に起

因する高サイクル疲労による損傷

の発生防止を規定するものであ

り、以下の措置を講ずること。 

 

・蒸気発生器伝熱管郡の曲げ部に

ついては、日本機械学会「発電用

原子力設備規格 設計・建設規格

（ 2005 年 版 ） （ JSME S NC1-

2005）」（以下「「設計建設規格

2005」」という。）PVB-3600 又は

「設計・建設規格 2012」PVB-3600

に「日本機械学会「設計・建設規

格」及び「材料規格」の適用に当

たって（別記―２）の要件を付し

たものによること。 

 

追加要求なし 
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発電用原子力設備に関する技術基準を

定める省令（平成25年6月28日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（令和2年4月1

日） 

備考 

・管に設置された円柱状構造物で

耐圧機能を有するものについて

は、日本機械学会「配管内円柱状

構造物の流力振動評価指針」

（JSME S012）に規定する手法を適

用すること。なお耐圧機能を有し

ないものについては第8条の2第2項

によること。（日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計建設規

格（JSME S NC1）」（2005年改訂

版）並びに流力振動及び高サイク

ル熱疲労に関する評価指針の技術

評価書）

２ 「温度差のある流体の混合等によ

り生ずる温度変動により損傷を受

けないように施設しなければなら

ない」とは、日本機械学会「配管

の高サイクル熱疲労に関する評価

指針」（JSME S017）に規定する手

法を適用し、損傷の発生防止措置

を講じること。なお供用開始後に

おける運転管理等の運用上の対応

を考慮して施設することができ

る。（日本機械学会「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格（JSME 

S NC1）」（2005年改訂版）並びに

流力振動及び高サイクル熱疲労に

関する評価指針の技術評価書） 

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及

び配管の高サイクル熱疲労につい

ては、一次冷却材が循環する施設

として、原子炉冷却材浄化系、残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）（BWR）及び化学体積制御

系、余熱除去系（PWR）を含めて措

置を講じること。 

・管に設置された円柱状構造物で

耐圧機能を有するものについて

は、日本機械学会「配管内円柱状

構造物の流力振動評価指針」

（JSME S012）に規定する手法を適

用すること。（「日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計建

設規格（JSME S NC1）」（2005年

改訂版）並びに流力振動及び高サ

イクル熱疲労に関する評価指針の

技術評価書」（平成17年12月原子

力安全・保安院，原子力安全基盤

機構取りまとめ）及び「設計・建

設規格2012技術評価書」） 

２ 「温度差のある流体の混合等によ

り生ずる温度変動により損傷を受

けないように施設しなければなら

ない」とは、日本機械学会「配管

の高サイクル熱疲労に関する評価

指針」（JSME S017）に規定する手

法を適用し、損傷の発生防止措置

を講ずること。（日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・建

設規格（JSME S NC1）」（2005年

改訂版）並びに流力振動及び高サ

イクル熱疲労に関する評価指針の

技術評価書」（平成17年12月原子

力安全基盤機構取りまとめ））

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及

び配管の高サイクル熱疲労につい

ては、一次冷却材が循環する施設

として、原子炉冷却材浄化系、残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）（BWR）及び化学体積制御

系、余熱除去系（PWR）を含めて措

置を講ずること。 

追加要求なし 
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【参考資料２】 

評価範囲の選定理由について 

 

1. 概要 

本資料は「Ⅵ-1-4-2_流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書」における

評価対象範囲について，その選定理由をまとめたものである。 

 

2. 規則上の要求 

2.1 技術基準規則上の要求 

流体振動及び高サイクル熱疲労の考慮を要求している技術基準規則第十九条の中では

評価範囲について以下の通り定義されている。 

よって，以下の設備については流体振動及び高サイクル熱疲労の評価を実施している。 

 

・一次冷却材の循環施設 

・原子炉浄化系 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） 

 

（以下，技術基準規則抜粋） 

第十九条 燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る

容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の

一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流

体の混合その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる温度変動に

より損傷を受けないように施設しなければならない。 

 

（解釈） 

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の高サイクル熱疲労については、一次

冷却材が循環する施設として、原子炉冷却材浄化系、残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）（ＢＷＲ）及び化学体積制御系、余熱除去系（ＰＷＲ）を含めて措置

を講じること。 

 

2.2 技術基準規則のうちその他条文（第十四条）における流体振動に関する記載 

技術基準規則においては第十九条以外にも第十四条（安全設備）では，流体振動に関す

る考慮について以下の通り要求されている。安全設備については第二条及びその解釈に

より非常用炉心冷却系として原子炉隔離時冷却系が該当することから，以下の設備につ

いては，流体振動の評価を実施している。 

 

・原子炉隔離時冷却系
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第十四条（安全設備）解釈 

３ 第２項に規定する「想定されているすべての環境条件」とは、通常運転時、運転時の

異常な過渡変化及び事故時において、所定の機能を期待されている構築物、系統及び機

器が、その間にさらされると考えられるすべての環境条件のことで、格納容器内の安全

設備であれば通常運転からＬＯＣＡ時までの状態において考えられる圧力、温度、放射

線、湿度をいう。また、「環境条件」には、冷却材の性状（冷却材中の破損物等の異物

を含む）が含まれる。この場合において、配管内円柱状構造物が流体振動により破損物

として冷却材に流入することの評価に当たっては、日本機械学会「配管内円柱状構造物

の流力振動評価指針（JSME S012）」を適用すること。 

第二条（定義） 

八 「安全設備」とは、次に掲げる設備であってその故障、損壊等により公衆に放射線障

害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせるものをいう。 

ハ 安全保護装置（運転時の異常な過渡変化が生じる場合、地震の発生等により原子炉

の運転に支障が生じる場合、及び一次冷却材喪失等の事故時に原子炉停止系統を自

動的に作動させ、かつ、原子炉内の燃料の破損等による多量の放射性物質の放出のお

それがある場合に、工学的安全施設を自動的に作動させる装置をいう。以下同じ。）、

非常用炉心冷却設備（原子炉圧力容器内において発生した熱を通常運転時において

除去する施設がその機能を失った場合に原子炉圧力容器内において発生した熱を除

去する設備をいう。以下同じ。）その他非常時に原子炉の安全を確保するために必要

な設備及びそれらの附属設備 

第二条（定義）解釈 

ハ 安全保護装置、非常用炉心冷却設備及び次の施設

・工学的安全施設（非常用炉心冷却設備、原子炉格納容器及びその隔離弁を除く）

・原子炉隔離時冷却系（ＢＷＲ）

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）（ＢＷＲ）

・逃がし安全弁（安全弁としての開機能）（ＢＷＲ）

・制御室非常用換気空調系

・格納容器雰囲気放射線モニタ（事故時）（ＢＷＲ）
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3. 本設工認における原冷施設のＤＢ改造範囲について

本設工認においては，１章の要求に基づき以下の範囲を評価対象範囲として選定してい

る。これらについては本設工認においてＲＣＰＢの拡大または設計基準対象施設としての

改造を行っているため，評価を実施している。 

建設時から変更のない設備については，経済産業省原子力安全・保安院による指示文書

の別紙 1「新省令第 6 条及び第 8 条の 2 第 2 項における流体振動による損傷の防止に

関する当面の措置について」（平成 17・12・22 原院第 6 号）に基づき保安院に提出した

「島根原子力発電所１号機及び２号機 流体振動による配管内円柱状構造物の損傷防止

に関する評価結果と措置計画等の報告について」（平成 18年 10月 13日付電原運第８０号）

及びＮＩＳＡ文書「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事

業法に基づく定期事業者検査の実施について」（平成 17・12・22 原院第 6 号）に基づき

提出した「島根原子力発電所第２号機における高サイクル熱疲労による損傷の防止に関す

る評価及び検査結果の提出について」（平成 18年 6月 19日付電原運第２９号）（以下「報

告書」という。）にて評価しているため，今回改めて評価はしていない。 

＜ＲＣＰＢ拡大範囲＞ 

・MV222-14（残留熱除去系炉頂部冷却内側隔離弁）から V222-7（残留熱除去系炉頂部冷

却水逆止弁）まで＜残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）として評価＞

・MV222-11A,B（残留熱除去系ポンプ炉水戻り弁）から AV222-3A,B（残留熱除去系炉水

戻り試験可能逆止弁）まで＜残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）として評価＞

・MV222-6（残留熱除去系炉水入口内側隔離弁）から MV222-7（残留熱除去系炉水入口外

側隔離弁）まで ＜残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）として評価＞

＜その他の改造範囲（運用変更範囲含む。）＞  

・原子炉圧力容器から原子炉浄化補助ポンプ入口管までのうち電動弁（MV213-2）を設置

しているライン（運用変更範囲）＜原子炉浄化系として評価＞ 

・原子炉隔離時冷却系ストレーナから原子炉隔離時冷却ポンプまでのうち高圧原子炉代

替注水系への分岐部＜原子炉隔離時冷却系として評価＞

・原子炉隔離時冷却ポンプから原子炉圧力容器までのうち高圧原子炉代替注水ポンプ出

口ライン合流部＜原子炉隔離時冷却系として評価＞
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なお，以下の範囲については残留熱除去系ではあるものの，原子炉停止時冷却モードに

該当しないため，流体振動及び高サイクル熱疲労の評価対象外として整理している。 

＜その他の改造範囲（運用変更範囲含む。）＞ 

・Ａ系原子炉再循環系戻り管からサプレッションチェンバスプレイヘッダまでのうちサ

プレッションプール水 pH制御系の合流部

・サプレッションチェンバから高圧原子炉代替注水系主配管（高圧原子炉代替注水ポン

プ供給管）までのうち高圧原子炉代替注水系の分岐部
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